
 

スマートフォンなどの普及で、無料コミュニケーションアプリの機能などを利用して、簡
単にたくさんの人とつながりを持つことができるようになりました。サクラサイト商法とは
このような出会いを悪用して、いろいろな人に成りすまし、消費者にお金を使わせる手口を
言います。 
サクラサイト商法は多種多様な入り口で消費者を待ち受けています。出会い系サイト、内

職サイト、占いサイトに加え、実際に窓口でも、SNS などから誘導されて、相手とのやり取
りを続けるためのお金を使い、いつしか高額になってしまったという相談がありました。 
 メールのやり取りだけでは相手がサクラかどうか確認することは非常に困難です。お金の
支払いを求められたら、いったん冷静になって周りの人に相談してみましょう。 
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 無料の動画サイトを見ようと年齢確認画面をクリックした

ら、いきなり登録料支払い請求画面になった。ワンクリック請

求だ！と思い無視をしたが、請求画面が張り付いて消えない。 

 

          

 

ワンクリック請求とは、契約の申込みとは認識できない画面をク

リックさせ、登録完了などとして料金を請求するものです。対処法

は、問い合わせなど一切連絡せず、無視しておくことです。 

張り付いてしまった請求画面は、画面を表示させるソフトを取り

込んでしまったからです。張り付き画面の削除方法は、ＩＰＡ（（独）

情報処理推進機構）のホームページに案内されています。 
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